
外国人労働者が、山梨県内で安心して働き、暮らすことのできるよう、母国在住の家族を対象
とする現地の民間保険制度を活用した場合、外国人従業員の保険加入を助成した県内企業を県
が支援します。

山梨県外国人労働者家族医療傷害保険制度
活用事業所支援事業費補助金

「やまなし外国人労働環境適正化推進ネットワーク」参加して
いる県内企業・団体等

補助対象経費 補助率 補助金の額

事業者が行う外国人被用者（以
下、「被用者」という。）の保
険料負担額への金銭的支援額
（負担額の２分の１以上を支払
う場合に限る）

１／２
以内

補助対象経費に補助率を乗じ
て得た額
（被保険者一人あたりの補助
上限額を１３，０００円とし、
千円未満の端数が生じた時は、
その端数は切り捨てるものと
する。）

事業所で雇用するベトナム、インド人従業員が保険に加入後、
事業者がその保険料額の２分の１以上を助成した場合

STEP 1

外国人従業員

外国人従業員本人が
保険加入・保険料支払い

事業所が外国人従業員
の保険料を助成

事業所

STEP ２

山梨県総合県民支援局 男女共同参画・多様性推進課 多様性推進担当
TEL：055-223-1539 FAX：055-223-1516 E-mail: danjo-tayo@pref.yamanashi.lg.jp

補助対象者

補助内容

対象事業の要件

申請の流れ

STEP ３

保険料の助成後、
１ヶ月以内に県に申請

事業所 山梨県

申請期間 令和８年４月１日（水）～令和９年２月２６日（金）まで

外国人従業員
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